
年1月に、世界自然遺産の国内候補地である奄美・琉球について、推薦の前提となる我が国の世界遺産暫定一
覧表に記載することを決定しましたが、世界自然遺産の登録に向けては国が責任を持って管理するため、国
立公園等の指定あるいは拡張をする必要があり、こうした取組は国別目標C-1「2020年までに、少なくとも
陸域等の17％、海域等の10％を適切に保全・管理する」の達成にも貢献します。また、平成24年度に第4次
レッドリストを公表しましたが、国別目標C-2で「2020年までにレッドリストのランクが下がる種が増加し
ている」こととしており、引き続き絶滅危惧種の保全を進めるために必要な知見の収集に努めます。

自然保護の最前線で活動するレンジャー

世界自然遺産に登録されている知床。多くの観光客が訪れる知
床五湖には、近年、ヒグマの出没が増えています。ヒグマと観光
客とのあつれきが大きな課題です。環境省ではヒグマの出没に関
係なく利用できる高架木道を整備したほか、一定の制限のもとで
自然体験ができる地上歩道の利用を進めてきました。現地に勤務
する環境省の自然保護官（レンジャー）が、北海道、斜里町などの
地元自治体、地域の観光や生態系にかかわる方々と協議を重ね、
歩道の利用制限のルールづくりを行い、ヒグマと人間との共生を
進めています。
一昨年、世界自然遺産に登録された小笠原諸島では、外来生物
対策が大きな課題です。もともと他の地域とつながったことのな
い島の生態系は、外部から持ち込まれる生物による影響を受けや
すく、世界遺産登録に当たって特に対策が必要とされました。レ
ンジャーは、小笠原の希少な生態系を保全するため、林野庁、東
京都、小笠原村などの関係行政機関、専門家及び地域住民ととも
に、外来生物対策を含むさまざまな取組を進めています。
レンジャーは国立公園の適正な利用を進める仕事も積極的に
行っています。登山者が増え続ける富士山では、複数の市町村に
またがり登山道もさまざまな主体が管理しているため、標識類の
デザインが統一されておらず、また、複数の標識が乱立していた
ことから、利便性や景観を損なうとともに、道迷いの原因の一つ
となっていました。このため、静岡県、山梨県、関係市町村、山
小屋等民間事業者などと協力しながら、環境省の呼びかけで利用
者に分かりやすいデザインに統一・整理し、利用者の利便性や景観を向上させました。
希少な野生生物の保護もレンジャーの大切な仕事です。例えば、トキの野生復帰を進めている佐渡島
では、新潟県と協力してトキの飼育繁殖や放鳥に向けた訓練等に取り組みながら、専門家や市民ボラン
ティアの方々と一緒に放鳥後のトキの行動調査をしています。調査によりトキが好む環境を確認し、餌
場や水田づくりに活かして、トキが生息していける地域づくりを佐渡市と連携しながら進めています。
また、西表島ではイリオモテヤマネコの交通事故の防止が大きな課題です。環境省では「ヤマネコ緊
急ダイヤル」を設置して、連絡を受けたレンジャーが事故現場に行って個体の回収・検査などの対応を
行い、そのデータを今後の交通事故防止に活用しているとともに、沖縄県、竹富町、地元の道路関係団
体等と協力して、注意喚起看板を設置し、交通事故防止に努めています。
我が国を代表する優れた自然景観地である国立公園の保護管理、我が国にしか生息しない固有の生き
ものをはじめとする希少野生生物の保護等に国として責任を持って取り組んでいくため、環境省では全
国各地の現場に約260人のレンジャーを配置しています。レンジャーは、自然環境の調査、地域住民や
研究者、NGO、関係団体等からの情報収集によって常に現地の状況を把握しつつ、自治体等の多くの
関係者と力を合わせ、各種開発行為との調整やエコツーリズムの推進など、その地域の状態に応じた保

写真：環境省

知床国立公園のヒグマ対策高架木道の利
用状況

写真：環境省

富士箱根伊豆国立公園の統一標識を説明
するレンジャー
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（4）生態系サービスでつながる「自然共生圏」

生物多様性国家戦略2012-2020では、「自然共生圏」という新しい考
え方を示しました。東日本大震災により、エネルギーや物資の生産・
流通が一極集中した社会経済システムの脆弱性があらわになりました。
こうしたことから、食料やエネルギーをはじめとする地域の資源をで
きるだけ地産地消し、地域の中で循環して持続的に活用していく自立
分散型の地域社会を目指していくことを基本としながら、それぞれの
地域同士のつながりを深めていくことにより、より安心・安全な社会
をつくっていくことが求められています。
自然の恵みである生態系サービスは、豊かな自然を有する地方が主
な供給源となっていますが、その恩恵は都市も含めた広い地域で享受
しています。しかし、こうしたつながりは一般的には目に見えにくい
ことから、都市は大きな負担をすることなく、地方が供給する生態系
サービスの提供を受けてきたといえます。こうした関係を見直し、生
態系サービスの提供を受ける地域は、生態系の保全管理等に対して資
金や人材、情報等を提供し、それぞれの地域がお互いに支え合う関係
をつくっていくことが必要です。「自然共生圏」は、このように生態系
サービスの需給でつながる地域や人々を一体としてとらえ、その中で
連携や交流を深めていき相互に支えあっていくという考え方です。私
たち日本人の暮らしは海外の生態系サービスにも支えられており、自
然共生圏の認識は日本と海外のつながりを考える際にも重要です。
例えば、新潟県佐渡島のトキとの共生を目指した地域づくりは、自
然共生圏の考え方に沿った取組といえます。トキは昭和56年に佐渡島
に残った最後の5羽が捕獲され、日本の野生下では絶滅しました。その後、中国から提供された個体をもとに
飼育下の繁殖で数を増やし、平成20年に野生復帰に向けた放鳥を開始しました。平成24年には自然界で36
年ぶりとなるヒナ誕生、そして38年ぶりの巣立ちが確認されるなど、野生復帰に向けた取組が進展していま
す。トキの放鳥にあわせて、佐渡島ではトキのエサ場づくりなどの生息環境整備や島外との交流の促進など、
トキとの共生を目指した地域づくりを進めてきました。こうした中、佐渡市は平成20年の放鳥を機に、JA佐
渡と協力し、生きものを育む農法によりつくられた米を「朱

と
鷺
き
と暮らす郷づくり認証米」として認証する制度

を開始しました。「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」は首都圏のスーパーや米穀店を中心に3,000～3,500円
/5kg程度（参考：慣行栽培米1,580円/5kg）で販売されています。販売価格が高くなれば、その分生きものを
育む農法で生息環境整備に貢献する農家に還元されることになるため、消費者は「朱鷺と暮らす郷づくり認証
米」の購入を通じてトキの野生復帰を支援していることになります。また、販売時には1kg当たり1円が佐渡
市トキ環境整備基金に寄付され、トキの生息環境整備に役立てられています。さらに、佐渡市は認証米に取
り組む農家に対して1ha当たり最大で109,000円の助成をしており、地域全体でこの認証制度を支えている
といえます。このように、トキの野生復帰は、実際に生息環境整備に取り組む人たちだけではなく、それを
応援する消費者やトキをシンボルに地域の活性化を目指す佐渡島全体で支えられており、こうした農家と消
費者、地域住民のつながりはまさに自然共生圏の考え方に沿ったものといえます。

都市等

農村地域等

生産

消費

自立分散型の地域社会（地産地消）

生態系サービスの提供
・食料、水、木材等の提供
・水質浄化、自然災害の防止
・レクリエーションの場の提供 等

生産

消費
資金・人材などの提供
・生態系の保全活動への参加
・社会経済的な仕組みを通じた支援 等

「自然共生圏」

自立分散型の地域社会（地産地消）

資料：環境省

�自然共生圏のイメージ

1580

3000 ～ 3500

慣行栽培米 朱鷺と暮らす郷
資料：生態系サービスへの支払い（PES）

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/shir
aberu/policy/pes/index.html

�慣行栽培米及び認証米の販売価格（円
/5kg）

全の取組を行っています。
現場の最前線で活動するレンジャーは、現地に溶け込み地域とともに歩んでいく姿勢を持って、豊か
な自然という国民の宝を将来に引き継いでいくために頑張っています。
＊レンジャーは、国家公務員総合職又は一般職（自然系技官）として環境省に採用され、全国の国立公
園等現場駐在の他に、環境省本省、他省庁や自治体への出向等に従事しています。
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現在、人間活動による生態系の改変や生物多様性の損失に伴い、生態系サービスは地球規模で低下してい
ます。平成22年5月に公表された地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）では、生物多様性の損失が続けば生
態系サービスに甚大な変化が生じ、人間の生活に重大な影響を与える可能性があると指摘しています。生態
系サービスの低下の原因は多岐にわたりますが、大きな原因の一つとして、私たちがその価値を認識してい
ないことが挙げられます。このため、生態系サービスの価値を適切に認識し、その機能を維持するために十
分なコスト（資金や労力など）をかける仕組みを構築していくことが求められます。
私たちは生態系サービスを利用する多くの場合、それらは無料で利用できると考えており、使用料などの対
価が支払われることがありません。これに対して、生態系サービスの受益者に対して、適正な対価を求める仕
組みとして「生態系サービスへの支払い（PES：Payment�for�Ecosystem�Services）」という考え方があります。
例えば、コスタリカでは土地所有者が政府機関と契約し、持続可能な森林管理を行うことでその面積や管
理の内容に応じた金額が支払われるというPESの仕組みを導入しています。これにより適切な森林管理の促
進や森林面積の増加などの効果も確認されています。日本では、PESに類似する仕組みとして森林環境税や
中山間地等直接支払制度などが導入されています。

（5）5つめの基本戦略「科学的基盤を強化し、政策に結びつける」

平成19年に策定した第三次生物多様性国家戦略以来、今後数年の間に重点的に取り組むべき施策の大きな
方向性として4つの基本戦略を示してきましたが、生物多様性国家戦略2012-2020では、新たに5つめの基本
戦略として「科学的基盤を強化し、政策に結びつける」を加えました。
生物多様性の保全と持続可能な利用を適切に進め、自然のしくみを基礎とする真に豊かな社会をつくるた
めには、科学的なデータに基づく正しい理解と認識を持つことが必要です。そして、科学的なデータが不十
分だからといって対策を延期せず早めに対策を講じていくこと、継続的なモニタリングとその結果に応じて

「生態系サービス」とPES

私たちは、普段の生活の中で気づかないうちに、自然から非常に多くの恵みを受けています。身近なと
ころで考えてみると、例えば、お米はそれ自体が食糧という自然の恵みですが、お米をつくる田んぼも、
大雨時の洪水を防ぐ水がめとしての役割や、水の蒸発により気温を調整する機能、あるいはメダカやタ
ガメなどさまざまな生きものに生息の場を提供し、さらには田んぼのある景色が私たちの目を楽しませて
くれます。このような私たちの生活を支えてくれる自然の恵みのことを「生態系サービス」といいます。
「生態系と生物多様性の経済学（TEEB：The�Economics�of�Ecosystems�and�Biodiversity）」では、
国連がまとめたミレニアム生態系評価（MA：Millennium�Ecosystem�Assessment）を参考に、生態系
サービスを「供給サービス」、「調整サービス」、「生息・生育地サービス」、「文化的サービス」の4つに分
類しています。

・大気質調整
・気候調整
・局所災害の緩和
・水量調節
・水質浄化
・土壌浸食の抑制
・地力の維持
・花粉媒介
・生物学的防除

・食料
・淡水資源
・原材料
・遺伝子資源
・薬用資源
・観賞資源

・生息・生育環境の提供
・遺伝的多様性の保全

・自然景観の保全
・レクリエーションや観光の
場と機会

・文化、芸術、デザインへの
インスピレーション

・神秘的体験
・科学や教育に関する知識

文化的サービス生息・生育地サービス調整サービス供給サービス

資料：環境省

生態系サービスの分類
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対策を柔軟に見直していくことが重要です。
全国レベルでの生物多様性に関するデータについて過去から現在までの時系列の長期的な変化をとらえる
ためには、継続して調査を実施していくことが重要です。我が国では昭和48年から実施している自然環境保
全基礎調査を中心に継続的な調査が行われており、さまざまな形で政策等に活用されています。例えば、平
成11年から2万5千分の1の縮尺の植生図の全国整備を進めていますが、平成25年3月までに約64％の整備が
終了しており、国土の自然環境の基本情報図として環境保全施策やアセスメント等に活用されています。こ
のように全国の自然環境を面的に把握し、その継続的な更新を行うことは非常に重要です。また、面的な把
握だけでなく、定点での生態系の変化を長期的に把握することも重要であるため、平成16年からモニタリン
グサイト1000を開始し、平成25年4月現在、全国1022地点で調査を行っています。これらの成果も活用し、
速報性の向上に努めつつ情報整備を進めます。さらに、国、地方自治体、研究機関、博物館、NPO・NGO、
専門家、市民などさまざまな主体が、それぞれの調査・研究により、全国レベルから地域レベルにいたる生
物多様性に関するさまざまなデータを保有していますが、それぞれの主体の中だけで活用されていたり、あ
るいは活用されずに埋もれてしまっていることがあります。こうした情報をお互いにより使いやすい形で提
供し、国の施策や各主体の取組に活用していくことが求められているため、インターネット等を通じ、さま
ざまな主体からデータの収集を行い、その共有の促進に努めます。このように、生物多様性に関するデータ
については、継続的な更新、速報性の向上、相互利用・共有の促進に重点を置き整備を進めて行きます。
国際的には、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化
していくための国際的枠組みが求められており、2012年（平成24年）4月に「生物多様性と生態系サービスに
関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES：Intergovernmental�science-policy�Platform�on�
Biodiversity�and�Ecosystem�Services）」が設立されました。

いきものログ

環境省生物多様性センターでは、平成21年度より
生物の目撃情報をインターネットで集める市民参加
型調査「いきものみっけ」を実施してきました。この
調査では、ツマグロヒョウモン（蝶）の分布域の北上
をとらえるなど、気候変動に伴う自然環境の変化の
把握に寄与してきました。
「生物多様性国家戦略2012－2020」では、新たに
科学的基盤の強化に関する基本戦略が加わり、生物
多様性の保全と持続可能な利用を進めていくために、
科学的知見を充実させることが求められています。
この中では、生物多様性に関する情報を継続して把
握することの重要性や、行政機関・研究機関・市民
などのさまざまな主体が把握している生物多様性情報の相互利用、共有化の促進の必要性が述べられて
います。そこで生物多様性センターでは、「いきものみっけ」を参考にして、幅広い利用者を対象に、分
布情報を主体とする生物多様性情報をインターネットで効率的に集め、提供するためのシステム（愛称：
いきものログ）を新たに開発しました。
「いきものログ」は、自然環境保全基礎調査をはじめとする国が実施した調査で得られた生物多様性情
報や、地方自治体・研究機関・市民などさまざまな主体から、それぞれの調査・研究で得られた生物多
様性情報を収集し、集められた生物多様性情報を幅広く配信することにより、生物多様性情報の相互利
用、共有化を促進していきます。その結果はダウンロードすることができるため、専門家による解析や
地方自治体の施策など各主体の取組に活用できるほか、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）に登録す
る際のフォーマットのDarwin�Core形式で出力できるため、国際的な生物多様性情報の共有にも貢献
できます。今後、生物多様性情報の中核的基盤として活用されることを目指しています。

資料：環境省

「いきものログ」トップページのイメージ
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2　生物多様性の主流化に向けて

生物多様性の保全と持続可能な利用の重要性が、国、地方自治体、事業者、NPO・NGO、国民などのさ
まざまな主体に広く認識され、それぞれの行動に反映されることを「生物多様性の主流化」と呼んでいます。
GBO3では、消費行動や生活様式といった間接的だが根本的な生物多様性の損失要因への対策が重要である
ことが指摘されています。また、愛知目標でも「生物多様性の主流化」は一番最初の目標に掲げられています。
ここでは、生物多様性の主流化を進めるための最近の取組として、国連生物多様性の10年日本委員会の活
動、民間事業者による生物多様性に関する取組の動向、そして生物多様性の価値を見える化するための生物
多様性の価値の経済的な評価に関する取組をご紹介します。

（1）国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）の活動

2011年（平成23年）から2020年（平成32年）までの10年間は、国連の定める
「国連生物多様性の10年」であり、愛知目標の達成に貢献するため、国際社会の
あらゆる主体が連携して生物多様性の問題に取り組むこととされています。こ
れを受け、2011年（平成23年）9月に「国連生物多様性の10年日本委員会」
（UNDB-J）が設立され、生物多様性の主流化に向けてさまざまな取組を実施し
ています。
例えば、UNDB-Jは、愛知目標の達成に向けた各主体の参加と連携を促進す
るため、多様な主体の連携による事業のうちUNDB-Jが推奨するものを認定し、
それらの事業を積極的に広報しています。具体的には、愛知目標の達成に向け
て各主体が取り組んでいるさまざまな事業が登録されている「にじゅうまるプ
ロジェクト」（国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J））の登録事業等の中から、「多様な主体の連携」、「取組
の重要性」、「取組の広報の効果」などの観点からUNDB-Jが推奨する連携事業を総合的に判断して認定してい
ます。平成24年度は20件が認定されています。その中の一つとして「海と田んぼからのグリーン復興プロジェ
クト」では、東日本大震災の被災地において市民、東北大学、NPO等の多様な主体が連携して、生物多様性
の回復に配慮したグリーン復興を基本理念に、田んぼの復興や市民参加型生態系モニタリングなどさまざま
な活動を展開しており、被災地における生物多様性の保全・再生への貢献に加え、生物多様性に配慮したブ
ランド米販売による被災農家の支援などの取組の重要性が評価されました。
認定された事業は、UNDB-Jのロゴマークが使用できるほか、UNDB-Jのウェブサイトや、UNDB-Jが実
施する生物多様性全国ミーティング、地域セミナー等で紹介されるなど、積極的な広報が行われています。

資料：UNDB-J

認定第1弾（H24.9）
田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト NPO法人ラムサール・ネットワーク日本 全国
生物多様性の道プロジェクト 公益財団法人日本自然保護協会 全国
Earthwatchにじゅうまるプロジェクト　市民参加型生物多様性調査による環境リテラシーの普及 NPO法人アースウォッチ・ジャパン 全国
みんなで守ろう！日本の希少生物種と豊かな自然！　SAVE JAPAN プロジェクト 株式会社損害保険ジャパン　日本興亜損害保険株式会社 全国
ウミガメ類の生態調査・生息環境保全プロジェクト NPO法人日本ウミガメ協議会 全国
海と田んぼからのグリーン復興プロジェクト 海と田んぼからのグリーン復興プロジェクト 東北
味わって知る　私たちの海 伊勢・三河湾流域ネットワーク 中部
御所実業高校農業クラブ　School Gene Farm Project 奈良県立御所実業高等学校農業クラブ 近畿
トンボの里プロジェクト  真庭・トンボの森づくり推進協議会 中国
徳島での生物多様性地域戦略の策定に関するプロジェクト 生物多様性とくしま会議 四国

認定第2弾（H25.3）
ICTと映像教材の活用による子供向け次世代環境教育の推進 株式会社TREE 全国
動物園・水族館種保存事業 公益社団法人日本動物園水族館協会 全国
いのちの博物館実現プロジェクト 公益社団法人日本動物園水族館協会 全国
Come Back Goose －甦れシジュウカラガン！ 日本の空に－ 日本雁を保護する会 東北・海外
生命のにぎわい調査団等の普及啓発活動 千葉県生物多様性センター 関東
副業型林業による「さんむ木の駅プロジェクト」 NPO法人元気森守隊 関東
トキと暮らす島　生物多様性佐渡戦略 佐渡市 北陸
伊予農希少植物保全プロジェクト 伊予農業高等学校　伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム 四国
綾の照葉樹林プロジェクト てるはの森の会 九州
海外希少野生動物保全支援活動 認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金 海外

事業名 団体名 地域

�UNDB-J認定連携事業一覧

資料：UNDB-J

�UNDB-Jロゴマーク
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（2）生物多様性分野における事業者の取組の動向

事業者の活動は、水、土壌、食糧、繊維、木材、燃料の供給など多くの自然の恵み（生態系サービス）に支
えられている一方で生態系や生物多様性に影響を与えています。また、事業者は、製品の販売やサービスの
提供などを通じて自然の恵みを広く消費者に供給するという役割も担っています。経済社会の主たる担い手
である事業者が、生物多様性の重要性を認識し、その保全と持続可能な利用の取組を積極的に進めることは、
社会全体の動きを自然共生社会の実現に向けて加速させるだけでなく、自らの事業を将来にわたって継続し
てくためにも必要です。
経済界を中心とした自発的なプログラムとして平成22年に設立された生物多様性民間参画パートナーシップ

では、事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組を促進するため、ウェブを通じた情報提
供・共有、ニュースレターの発信などの他、毎年事業者会員の取組の状況及び内容を把握しています。その結
果、経営理念・方針や環境方針などに生物多様性保全の概念が盛り込まれている割合は平成22年の50％から
平成24年には85％に上昇するなど、事業者の意識・取組の向上が確認されています。なお、同パートナーシッ
プの会員数は、発足時の424企業・団体から平成25年4月には501企業・団体と、着実に増加しています。
経済界におけるその他の自主的な取組として、名古屋商工会議所では、事業活動と生物多様性の関連の把
握の仕方と取組の考え方について、中小企業にも活用できるように分かりやすく解説したガイドブック「事業
活動と生物多様性」を平成24年に作成し、普及啓発を進めています。
また、事業者の取組を促進するためには、消費者の行動を生物多様性に配慮したものに転換していくこと
も重要です。そのための仕組みとして、生物多様性の保全にも配慮した持続可能な生物資源の管理と、それ
に基づく商品等の流通を促進するための民間主導の認証制度があります。こうした社会経済的な取組を奨励
し、多くの人々が生物多様性の保全と持続可能な利用に関わることのできる仕組みを拡大していくことが重
要です。

資料：環境省

RSPO認証マークマリン・エコラベル・ジャパン認証マークSGEC認証マーク

フェアワイルド認証マークMSC認証マークFSC認証マーク
出典：FSC（R）JAPAN 出典：MSC日本事務所

出典：一般社団法人
　　　緑の循環認証会議

出典：マリン・エコラベル・ジャパン事務局 出典：RSPO

出典：フェアワイルド・ファウンデーション

主な認証マークの例

第
2
章

第4節　自然のしくみを基礎とする真に豊かな社会を目指して

63



（3）生物多様性の経済価値評価

生物多様性や生態系サービスの価値を経済的に評価して「見える化」していくことは、これらの重要性を分か
りやすく伝えることができ、生物多様性の主流化を進めていくためには有効な方法です。「生態系と生物多様性
の経済学（TEEB）」は、欧州委員会とドイツが提唱した生物多様性の価値を経済的に評価するプロジェクトで、
COP10までに一連の報告書がまとめられました。TEEBでは、あらゆる主体の意思決定に生物多様性の重要性
を組み込んでいくこと、そしてその際には経済的な価値評価が有効であることなどが指摘されています。
こうした動きを踏まえ、我が国でも生物多様性の経済的な価値評価を進めていくため、「奄美群島を国立公
園に指定することで保全される生物多様性の価値」と「全国的なシカによる自然植生への食害対策の実施によ
り保全される生物多様性の価値」について評価を行いました。
対策の実施に対する支払意思額のアンケート調査の結果、奄美群島を国立公園に指定し保全することにつ
いては、年間約898億円から約1,676億円という評価額が算出されました。

味の素グループの生物多様性への取組

味の素グループは、世界各地において、
食・アミノ酸・健康を中心として地域に
根ざした事業を展開しています。製品の
原材料に農水産資源を活用し、得意とす
る発酵生産技術等のバイオテクノロジー
には遺伝資源を利用するなど、グループ
の事業活動は生態系サービスに依存して
おり、健全な生態系・生物多様性が保た
れなければ、グループの事業活動の維持・
発展はありえません。
味の素株式会社は2009年に創業100周
年を迎え、これまでの事業活動を振り返り、
次の100年のこころざしとして、「いのちの
ために働く」を掲げました。いのちの営み・
自然の恵みに支えられ、「いのちのために
働く」味の素グループは、事業を通じて、
いのちを健やかに育む地球・地域環境や生態系・生物多様性のために取り組まなければならない、という
ことを基本的な認識とし、生態系・生物多様性の保全を最も基本的で重要な取組と位置付けています。
味の素グループでは2012年1月に「味の素グループ生物多様性行動指針」を制定するとともに、生物資
源を持続的に活用できるビジネスモデルを推進していくために、2011-2013年度の環境中期計画にお
いて、「持続可能な原材料調達の仕組みづくり」「森林生態系破壊にかかわるリスクの回避」「持続的土地
利用の展開」といった3つの重点テーマを定め、ポイントを絞った取組を展開しています。
まず操業の安定継続と事業の発展のためには、事業活動と生態系サービスが具体的にどのようなかか
わりを持っているのか、その動向がどうなっているのか把握し、戦略的に事業計画に盛り込んでいくの
が重要と考え、優先対象とする取組を特定するために、2010年度より「企業のための生態系サービス評
価（ESR）」を参考にして、味の素グループ全体の主要事業と生態系サービスとの関係性の洗い出しを実
施しました。その結果、水産資源と森林資源に関わる調達の領域が事業活動と生態系の両方にとって重
要度が高く、特に注力して進めていく分野として選定されました。
これを受け、独立行政法人水産総合研究センター国際水産資源研究所と連携したカツオの資源調査の
実施や、WWFジャパンとの協働による紙調達ガイドラインの策定など、社外ステークホルダーと連
携・協働することにより、より地球規模での広がりをもった生物多様性保全の取組を展開しています。

資料：味の素株式会社

味の素グループが目指すエコビジネスモデル
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全国的なシカの自然植生への食害対策については、年間約865億円から約1,653億円という評価額が算出さ
れました。今後もこうした生物多様性の経済価値評価を行い、さまざまな政策への活用を検討していきます。

3　愛知目標達成に向けた世界の動き

（1）生物多様性条約第11回締約国会議

2012年（平成24年）10月8日～19日にインド・ハイデラバードにお
いて生物多様性条約第11回締約国会議（COP11）が開催され、締約国
172か国・地域から9,000人以上が参加しました。COP10で議長を務
めた日本は開会式で挨拶したほか、閣僚級会合（16日～19日）開会式
で演説を行いました。
最終日の深夜に及ぶ厳しい交渉の結果、暫定的なものながら、開発
途上国等に対する生物多様性に関する活動を支援するための国際的な
資金フローを2015年（平成27年）までに倍増させるという資源動員に関
する目標値の合意に達することができました。また、我が国は生物多
様性日本基金等を通じた貢献の継続を表明し、愛知目標達成に向けて
COP10において醸成された気運を今後も維持することができました。

（2）生物多様性日本基金等による支援状況

ア　生物多様性日本基金

「生物多様性日本基金」は、愛知目標の達成に向けて、途上国の能力養成を支援することを目的とし、我が
国が提唱していた「いのちの共生イニシアティブ」の一環として設立されたものです。基金は、生物多様性条
約事務局内に創設され、わが国から2010年度（平成22年度）及び2011年度（平成23年度）にあわせて50億
円の拠出を行いました。
愛知目標を達成するためには、各締約国において愛知目標を踏まえた国別目標の設定を行い、生物多様性
国家戦略に組み込んでいくことにより、国レベルで生物多様性関連施策を強化していくことが最も重要な課
題となっています。このため生物多様性日本基金を活用し、主に途上国を対象として、生物多様性国家戦略
の策定・改定作業を支援する能力養成事業が進められています。2011年（平成23年）3月から2012年（平成
24年）7月までに、世界各地で地域別の能力養成ワークショップが計21回開催され、のべ約170カ国の締約
国から700名以上の政府担当者が参加しました。
その他の事業としては、愛知目標達成や条約履行に向けて、「生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA）」
の地域レベルでの特定をはじめとした科学技術関連の支援や、生物多様性及び生態系サービスの価値を国家
戦略に統合するための地域ワークショップの開催等の支援を進めています。また、「国連生物多様性の10年」、

写真：環境省

�COP11会場の様子
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①2011年3月 ボツワナ
②2011年6-7月 スイス
③2011年4月 ドイツ
④2011年5月 レバノン
⑤2011年5月 中国
⑥2011年5月 セネガル
⑦2011年6月 コンゴ民主共和国
⑧2011年6月 ルワンダ
⑨2011年7月 エクアドル
⑩2011年10月 フィジー
⑪2011年10月 トルコ
⑫2011年10月 グレナダ
⑬2011年11-12月 コスタリカ
⑭2011年12月 ベラルーシ
⑮2011年12月 インド
⑯2012年1月 フランス
⑰2012年5月 エチオピア
⑱2012年8月 ニュージーランド
⑲2012年8月 オマーン
⑳2012年9月 トリニダード・トバコ
㉑2012年9月 モルドバ

資料：CBD事務局資料より環境省作成

�生物多様性日本基金を活用したワークショップの開催状況
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ビジネスと生物多様性、貧困削減と開発についての取組や世界市民会議の開催に係る途上国支援も進めてい
るほか、国連開発計画（UNDP）との協働プロジェクトであるSATOYAMAイニシアティブ推進プログラム
（COMDEKS）に資金拠出しています。
生物多様性日本基金を活用した事業の成果については、条約事務局のウェブサイトやニュースレター等を
通じて広報されており、COP10議長国としての日本の国際貢献が広く世界に発信されています。

イ　名古屋議定書実施基金

「名古屋議定書実施基金」は、名古屋議定書の早期発効や効果的実施を目的とし、2011年（平成23年）3月
にGEFに設置されました。我が国は、COP10に際して本基金の構想について支援を表明し、平成23年4月に
10億円を拠出しました。現在、パナマ、コロンビア、フィジー、および広域30カ国の4件のプロジェクトが
承認され、ABS国内制度の構築、遺伝子資源の保全や持続可能な利用における技術移転、民間セクターの参
画推進、名古屋議定書批准促進等の活動が支援されています。

（3）生物多様性に関する評価の動き

COP10で決定した愛知目標の達成状況を評価するため、2014年（平成26年）に韓国で開催される生物多様性
条約第12回締約国会合（COP12）において愛知目標の進捗状況に関する国際的な中間評価が実施される予定で
す。これに先立ち、各締約国は第5回国別報告書を2014年（平成26年）3月末までに条約事務局に提出し、各
国における生物多様性条約の実施状況や愛知目標の達成状況を報告することとなっています。また、第5回国別
報告書と科学的知見に基づき、条約事務局では、地球規模生物多様性概況第4版（GBO4）を公表する予定です。
2012年（平成24年）4月に設立されたIPBESは、科学的評価、能力開発、知見生成、政策立案支援の4つの機
能を柱とし、気候変動分野で同様の活動を進めるIPCCの例から、生物多様性版のIPCCと呼ばれることもありま
す。2013年（平成25年）1月に開催された第1回総会の結果、評価活動等を行うにあたって拠り所となる生物多様
性、生態系サービス及び人間の営みとの相互関係等に関する概念枠組みを年内に策定することが決定されました。
これを受け、我が国においても国内基盤を整備するなど、その本格稼働に向けて積極的に貢献する予定です。

第5節　人間社会と地球の循環システムが調和した社会を目指して

地球では、水が川の上流から下流へ流れ、海で蒸発して再び雨となって川へ戻るように、さまざまな物質が絶え
ず循環しています。我々の社会は、自然界を循環する土壌中の養分や自然界では再生不可能な鉱物などの資源を
取り出し、さまざまなものを大量に生産・消費して、その後、不要となったものを自然界へ排出することで成り立っ
ています。地球本来のシステムで成り立っている健全な循環の下では、大気や水などに排出された不要物を一定程
度、吸収し、分解することができましたが、人間社会における生産・消費によって、その循環システムに狂いが生
じ、さまざまな問題が起きています。廃棄物処理の問題、二酸化炭素をはじめとする炭素循環と地球温暖化の問題
など、循環システムと環境問題には深いつながりがあります。我々人類も、地球のシステムの中で、健全な循環を
維持するよう配慮することが重要です。こうした環境問題に密接に結びついている循環システムを把握することで、
社会の持続可能性を高めるために変えなければならないシステムの全体像が見えてきます。
本節では地球における循環システムを紹介した上で、特に健全な資源循環システムに基づく循環型社会の
構築に向けた取組について紹介します。

1　さまざまな循環システム

（1）資源循環

今日の社会経済活動やライフスタイルは、多くの資源を消費するとともに、自然界では分解することが困
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難な物質を廃棄物として環境中に排出することによって成り立つ一方通行型のものとなっています。
そのため、特に大都市圏においては、その圏内で処理しきれないほどの大量の廃棄物が排出され、最終処
分場の確保などに大きな社会的コストを必要とし、また、その処理に伴い温室効果ガスの発生などの環境負
荷が生じています。
資源の乏しい我が国では、その多くを輸入に依存しているため、国外での資源採取に伴う環境への負荷を
認識しにくいことが、大量生産型社会を形成してきた一因と言えます。資源の過剰消費や、廃棄物の排出に
よって生じる環境負荷は、現在の我々の経済活動や生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、将来世代にも負
の遺産を残すことになります。
これらの問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄に根ざしたものであり、その根本的な解決には、これま
での社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、［1］資源を効率的に利用してごみを出さないこと、［2］
出てしまったごみは資源として利用すること、［3］どうしても利用できないごみは適正に処分すること、と
いった考え方が社会経済の基本原則として定着した持続可能な社会の実現を目指していく必要があります。
持続可能な社会では、一度自然界から取り出した枯渇性資源は、製品寿命の長期化やリユース、リサイク
ルにより、有用な「社会ストック」としてできるだけ長く有効活用されることになります。また、バイオマス
などの再生可能資源は、その再生スピードの範囲内で活用されます。これにより、大気、水、土壌、生物等
の間の持続可能な循環が構築され、自然界における循環と経済社会における循環の間で調和が保たれること
になります。

（2）水循環

人間の体の60％以上は水で構成されており、日本人が1日に直接利用している水の量は平均322リットルと
算出されるなど、水は生きていく上で欠かせない存在です。地球には約14億km3の水が存在しています。しか
し、そのほとんどは海水で、人間が使用できる淡水はそのうちの約2.5％です。淡水のほとんどは南極や北極
の氷や地下水として存在しており、川や湖沼など、生活に利用可能な淡水はわずか0.01％しかありません。
水は地球上で、雨や地下水、川、海などさまざまな形態で循環しています。この水循環は、人間の生命活
動や自然の営みに必要な水量の確保のみならず、熱や物質の運搬、植物や水面からの蒸発散、水の持つ大き
な比熱効果による気候緩和、土壌や流水による水質の浄化、さらには多様な生態系の維持といった重要な機
能を持っています。また、地下水のバランスのとれた流動により、取水量の安定化や地盤の支持という重要
な機能も働いています。
現在、人口増加に伴って水の使用量が世界的に増大しています。人がそのまま利用できる淡水が地球上に
偏在していることもあり、水の需要増は水不足を引き起こします。現在、世界全体で水不足一歩手前の「水ス
トレス」の状況にある人は7億人いると推定されていますが、2025年（平成37年）には30億人を超える可能性
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資料：Oki and Kanae, Science, 2006

�水循環の模式図
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があると予測されています。中東と北アフリカでは、2025年（平成37
年）までに水不足の国で生活する人々の割合が90％を超える可能性が
あります。
また、地球温暖化によって、世界規模で水の需給に深刻な影響が及
ぶ可能性があります。IPCCの第4次報告書では、干ばつが生じる地域
が増加する可能性が高く、一方で局所的な豪雨の頻度が増す可能性も
非常に高いため、洪水リスクが増加すると予測されています。干ばつ
などの影響により、今世紀半ばまでに、アフリカ南部、中東など現在
一人当たりの利用可能水量が少ない中緯度の一部の乾燥地域と熱帯乾
燥地域で、河川流量と利用可能水量がさらに10～30％減少すると予測
されています。
近年、水循環に異常が起こっています。サハラ砂漠南部のチャド湖
は干ばつや灌漑農業による取水のため、水量が激減しました。湖水面
積は1960年代前半には約25,000km2ありましたが、現在では15分の1
程度の大きさになっています。一方、2011年（平成23年）にタイのチャ
オプラヤ川流域では相次ぐ台風の影響で大洪水が発生し、首都バンコ
クをはじめとした多くの地域で、甚大な被害が生じました。日本でも
平成24年7月に九州北部で発生した集中豪雨など局地的な豪雨が増加
する傾向にあります。
こうした水循環の異常は、地球温暖化に伴う気候変動や灌漑農業に
よる地下水の取水など、人間の生産活動に由来するところが大きいと
考えられることから、私たち人間が経済社会システムやライフスタイ
ルを見直すことが重要です。

写真：dany13

�タイの大洪水

1973

2001

1987 1997

写真：NASA

�チャド湖の縮小

バーチャルウォーター

バーチャルウォーターとは、穀物、
肉、工業製品等を輸入している国にお
いて、仮にそれらの物品等を自国で生
産・製造した場合に必要とされる水資
源の量を推定した概念です。
例えば、1kgのトウモロコシを生産
するには、灌漑用水として1,800リッ
トルの水が必要です。また、牛はこう
した穀物を大量に消費しながら育つた
め、牛肉1kgを生産するには、その約
20,000倍もの水が必要です。日本に投
入されるバーチャルウォーターの大部
分は、米国及び豪州からトウモロコシ
や牛肉、小麦、大豆として輸入されて
います。つまり、日本は海外から食料
を輸入することによって、その生産に
必要な分だけ他国の水を消費しています。今後、地球温暖化などによる世界的な水不足の影響は日本に
も及ぶ可能性があります。

2005年バーチャルウォーター輸入量

資料：輸入量　　　　工業製品　通商白書（2005年）
　　　　　　　　　　農畜産物　JETRO貿易統計（2005年）、財務省貿易統計（2005年）
　　　水消費原単位　工業製品　三宅らによる2000年工業統計の値を使用
　　　　　　　　　　農産物　佐藤による2000年の日本の単位収量からの値を使用
　　　　　　　　　　丸太　　木材需給等より算定した値を使用
より環境省作成
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（3）炭素循環

炭素は二酸化炭素やメタンなどの形態で大気圏に、動植物の身体を構成する物質などとして陸上・土壌表
層に、そして化石燃料やダイヤモンドなどの鉱物や土壌として地中に存在しています。また、海水中にも大
量の炭素が溶け込んでいます。このように、大気、海洋は炭素の巨大な貯蔵庫となっており、炭素が燃焼な
どにより形態を変えながら、これらの環境や生物、土壌の間を移動する循環を「炭素循環」と言います。
地球温暖化は、大気中の炭素の大部分を占める二酸化炭素等が人間の活動により大量に排出されたことで、
大気中の二酸化炭素濃度が高まっていることが主な原因である可能性が非常に高いとされています。さらに、
地球温暖化によって気温や水温が上昇すると、海洋の二酸化炭素吸収量が低下することが明らかになってい
ます。そのため、大気中の二酸化炭素が海洋に吸収される量が減ることで、大気中に二酸化炭素がより貯ま
りやすくなり、温暖化が一層加速する現象が起きる可能性も考えられています。IPCC第4次報告書では、不
確実性があるものの、この影響により2100年には世界の平均気温がさらに1℃以上上昇する可能性があると
予測されています。

706

大気

呼吸風化

風化

河川

総一次
生産

植生、土壌及び
有機堆積物

貯蔵量　億トン
交換量　億トン/年

土地利用の
変化

陸の呼吸

海洋の表層 海洋の生物

1200
2

2

4 8

1196

700

500
390

110

902

2

1010

30

表層の堆積物
1500

222

9000 ＋180

5970 ＋1650

23000 ＋1010 －1400

化石燃料
37000 －2440

海洋の中層・深層部
371000 ＋1000

16

200

64
1626

資料：気象庁

�炭素循環の模式図（1990年代）

地球温暖化を引き起こす黒色炭素（ブラックカーボン）

地球温暖化に最も影響があるとされている物質は、二酸化炭
素をはじめとした温室効果ガスですが、その他の要因として黒
色炭素（ブラックカーボン）があります。温暖化への影響力の高
い物質を順に見ていくと、二酸化炭素が1位、メタンガスが2位、
ブラックカーボンが3位、ハロカーボン（ハロゲンを含む炭素化
合物）が4位、一酸化炭素と揮発性有機物が5位とされています。
この第3位のブラックカーボンは、石炭や石油、木材など炭素を
主成分とする燃料を燃焼することにより発生するススのような
粒子のことで、太陽エネルギーを吸収して熱を蓄える性質があ
ります。
ブラックカーボンが高山の氷河や、北極・南極の雪表面に沈
着することで、氷の融解が加速している可能性があります。
そのため、温室効果ガスの削減とは別に、国際的な対策が議
論されています。 写真：米航空宇宙局（NASA）「Earth Observatory」

�チベット高原付近の「ブラックカーボン」
の分布を映したシミュレーション画像
（2009年9月26日）
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2　物質が循環する社会の構築に向けた取組～第3次循環型社会形成推進基本計画の策定～

（1）循環型社会形成に向けた取組の現状と課題

1の（1）でみたように、大量生産、大量消費、大量廃棄型の問
題の根本的な解決を図るためには、これまでの社会のあり方や
国民のライフスタイルを見直していく必要があります。
このような認識に立ち、平成12年には、廃棄物・リサイクル
対策の基本法である循環型社会形成推進基本法が立法化されま
した。我が国では、この循環型社会形成推進基本法に基づき策
定した循環型社会形成推進基本計画に基づき、関連する施策を
政府一体となって推進しています。
資源生産性（＝GDP/天然資源等投入量）は、一定量当たりの
天然資源等投入量から生み出される実質国内総生産（実質
GDP）を算出することによって、産業や人々の生活がいかに物
を有効に使っているかを総合的に表す指標です。
循環利用率（＝循環利用量/（循環利用量＋天然資源等投入
量））は、経済社会に投入されるものの全体量のうち循環利用量
（再使用・再生利用量）の占める割合を表す指標です。
最終処分量は、廃棄物の埋立て量であり、廃棄物の最終処分
場の確保という課題に直結した指標です。
これら3指標は、循環型社会形成推進基本計画における主要
な目標指標となっています。近年、これらの指標はいずれも大
きく改善しており、循環利用率と最終処分量は第2次循環型社
会形成推進基本計画で定めた目標（循環利用率14～15％、最終
処分量23百万トン）を達成しました。特に、国土の狭い我が国
にとってその削減が長年の大きな課題であった最終処分量は、
平成12年の56百万tから平成22年の19百万tへと大幅に削減さ
れました。発生すると大きな社会問題となる不法投棄も大きく減少しました。
しかしながら、すべての取組が順風満帆に進んでいるわけではありません。資源生産性の分母となる天然
資源等投入量の内訳を見ると、平成12年から22年にかけて、公共事業の減少等によって土石資源の投入量が
11億tから5億tへと半減以下となっているのに対し、金属資源は横ばいになっています。資源生産性や循環利
用率の向上は、この土石資源の減少が大きな要因となっています。他方で、節約やリサイクルをより進めて
いくべき枯渇性資源である金属資源の3Rに関する取組はいまだ不十分な状況にあります。
途上国の経済発展により、鉄スクラップ、古紙などの循環資源の輸出も急増しています。グローバルな観
点でのリサイクルももちろん重要ですが、資源が少ない我が国にとっては、国内で循環資源を有効活用でき
ず、貴重な資源が海外に流出してしまっているという側面も重視する必要があります。
上記のように、最終処分量は大幅に減少し、循環利用量も増加していますが、廃棄物の発生量は微減となっ
ています。これは、リサイクル・中間処理・減容化の取組は大きく前進したものの、廃棄物自体の発生・排
出の抑制はそれ程大きくは進んでいないことをあらわしています。
容器包装の分野では、ペットボトルのリサイクル量は増加していますが、ペットボトル自体の使用量も増
加しています。他方で、一般的にワンワェイ容器よりも環境負荷が小さい繰り返し使えるリターナブルびん
の使用量は大きく減少しています。
これらに加えて、東日本大震災で発生した大量の災害廃棄物の処理が大きな社会問題となり、大規模災害
発生時においても円滑に廃棄物を処理できる体制を平素から築いておくことの重要性が改めて浮き彫りとな
りました。特に、焼却灰や不燃残渣の最終処分先が大きな課題となりました。最終処分量の減少に伴い自治
体の最終処分場の残余年数は年々増加していますが、316もの市町村が最終処分場を有していないなど、む
しろ最終処分場の確保が強く求められる状況です。また、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、安

※1 　平成17年度値。
資料：環境省（ただし、ペットボトルの販売量はPETボトルリサ

イクル推進協議会、リターナブルびんの使用量はガラスビ
ンリサイクル促進協議会）

リターナブルびんの使用量

ペットボトルの販売量

市町村が行ったペット
ボトルの分別収集量

循環資源の輸出量
(資源の海外流出)

循環利用量
（リサイクルした量）

廃棄物の発生量
（捨てた量）

金属資源投入量
（使った量）

土石資源投入量
（使った量）

不法投棄の発生件数

最終処分量

循環利用率

資源生産性

約50％
減少

約10％
上昇

約150％
上昇

約250％
上昇

約20％
上昇

ほぼ横ばい

ほぼ横ばい

約50％
減少

約80％
減少

約70％
減少

約50％
上昇

約50％
上昇

増減率

125万トン

59万トン

30万トン

2,516万トン

2.5億トン

5.7億トン

1.7億トン

5億トン

216件

19百万トン

15.3%

37.4万円/
トン

平成22年度
（2010年）

275万トン

53万トン
（※1）

12万トン

729万トン

2.1億トン

5.9億トン

1.7億トン

11億トン

1,027件

56百万トン

10.0%

24.8万円/
トン

平成12年度
（2000年）

我が国の循環型社会形成の進展状況（最近10年
間）
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全・安心をしっかりと確保した上で循環資源の利用を行うことが今まで以上に求められるようになっていま
す。
世界に目を向けると、20世紀はまさに発展の世紀でした。技術進歩と人口増加、経済成長を原動力に、世
界全体でGDPが23倍に増大した一方で、資源の年間採取量は建設用鉱物が34倍、鉱石・鉱物が27倍、化石
燃料が12倍、バイオマスが3.6倍となり、総物質採取量は約8倍となりました（出典：UNEP）。
このように拡大した物質消費は各国間で公平には分配されず、環境にもさまざまな影響を及ぼしてきまし
た。今後、途上国を中心として一層の人口増加が見込まれる中で、より多くの人々の生活の豊かさを実現す
るためには、資源消費と比例関係にある経済成長を切り離し、人口一人当たりの環境負荷を低減させていく
必要があります。
UNEPが設立した持続可能な資源管理に関する国際パネルは、先進国が現状の1人あたり資源消費量を維持
し、途上国が先進国と同水準に消費量を高めた場合、2050年（平成62年）までに世界の年間資源採取量は現
状の3倍になるとしています。また、先進国が1人当たり資源消費量を半分に減らしたとしても、途上国が先
進工業国と同水準に消費量を高めた場合、2050年（平成62年）までに世界の年間資源採取量は現状から40％
増加するとしています。さらに、人口増加と経済開発に伴って、資源利用が急増し、それに対応する十分な
量を確保できない天然資源が増えていること、近い将来に決定的に不足するおそれのある資源があること、
それらの採掘される天然資源の品位低下がすでに現れていることを重視し、資源利用量や廃棄物を減らすこ
との重要性を指摘しています。
政府は、これらのさまざまな情勢変化に的確に対処し、社会を構成する各主体との連携の下で、国内外に
おける循環型社会の形成を政府全体で一体的に実行していくため、平成25年5月に第三次循環型社会形成推
進基本計画を新たに定めました。
以下では、第三次循環型社会形成推進基本計画の中で大きな政策課題とされている5つの分野（［1］2Rの推
進、［2］循環資源の高度利用と資源確保、［3］低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組と地域循環圏
の高度化、［4］循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用、［5］国際的取組の推進）に焦点を当て、
それらの現況と取組の方向性について概観していきます。

（2）リサイクルだけではなく、2Rの取組がより進む社会経済システムの構築

循環型社会形成推進基本法では、廃棄物等について、［1］リ
デュース（発生抑制）、［2］リユース（再使用）、［3］リサイクル
（再生利用）、［4］熱回収、［5］適正処分の順にしたがって、対策
を進めることを原則としています。
廃棄物等は、いったん発生してしまえば、資源として循環的
な利用を行う場合であっても少なからず環境への負荷を生じさ
せます。このため、優先順位の第一として、廃棄物等を発生さ
せない（削減する）リデュースを定めています。
リユースは、いったん使用された製品、部品、容器等を再び
使用することです。形状を維持したまま使用することから、一
般的に資源の滅失が少なく、また、その過程から発生する廃棄
物等の量も少なくなることから、リサイクルよりも対策の優先
順位が高く位置付けられています。
しかし、リデュース・リユース（2R）は、リサイクルよりも優先順位が高いにもかかわらず、レジ袋の辞退
率の向上や詰替製品の出荷率の向上などを除き、その取組が十分に進んでいるとは言えません。
廃棄物等の発生量のうちリサイクルされたものの割合（リサイクル率）は、平成2年から平成22年の20年間
で約30％から約40％へと大きく上昇しましたが、廃棄物等の発生量は同じ期間で5億8,684万トンから5億
6,709万トンへと3％しか削減できていません。
我が国では、年間約1,700万トン（平成22年度推計）の食品廃棄物が排出されていますが、このうち、食べ
られるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約500～800万トンにものぼると推計されています
（平成23年度食品循環資源の再生利用等実態調査報告（平成22年度実績）等を基に農水省において試算）。これ
は、我が国における米の年間収穫量約800万トンにも匹敵する量です。食品ロスは事業所のほか家庭でも多

資料：京エコロジーセンターHP

大量生産・大量リサイクル社会
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く発生しており、国民一人当たりの家庭における食品ロス量は一年間で約15キログラムになると試算されて
います。
環境省・農林水産省では、平成24年4月から食品廃棄物の発生抑制の重要性が高い業種について、食品リ
サイクル法に基づく「発生抑制の目標値」を設定し、返品などの商習慣をフードチェーン全体で話し合うよう
働きかけるなど食品ロスの削減の推進を図っています。そもそも食品ロスを発生させる要因の一つとして、
消費者の過度な鮮度志向があるのではないかといわれており、消費者の意識改革もあわせて実施していく必
要があることから、関係府省庁が連携して食品ロス削減に向けた取組を推進していくこととしています。
リユースの取組では、繰り返し使えるリターナブルびんの使用の減少傾向が続いています。昭和時代、毎
朝飲む牛乳は牛乳びんで各家庭に配達され、飲み終わったびんは配達員によって回収され再び使用されてい
ました。家で飲むお酒は一升瓶やビール瓶で、酒屋さんに空瓶を持って行くと5円をもらえメーカーが引き
取った空瓶は再使用されていました。
今では、手軽に使える利便性から、牛乳は紙パックが、ビールはアルミ缶が、清酒はリターナブルびんで
はなく一度使ったら廃棄するワンワェイびんが、それぞれ主流になってきています。
環境省では、びんリユースシステムを構築するための地域の取組を実証事業として支援しています。平成
24年度の実証事業は4地域で実施しましたが、そのうち奈良県では、県内で栽培されている日本茶銘柄「大和
茶」の飲料容器としてリターナブルびんを用いる取組を行いました。この取組では、リユースの環境的意義を
発信するため、びんのデザインのコンペティションを実施したり、市役所、県庁、旅館・ホテルと連携して
販売・回収する仕組みを構築したりするという工夫が行われています。
このように、2Rの取組について新たな動きが広がっていることも踏まえ、第3次循環型社会形成推進基本
計画では、［1］国民・事業者が行うべき具体的な2Rの取組を制度的に位置付ける検討、［2］リユース品の性能
保証など消費者が安心してリユース品を利用できるような環境整備、［3］長期優良住宅認定制度の運用、認定
長期優良住宅に対する税制上の特例措置の活用促進などの施策が盛り込まれています。

レジ袋がない食品小売店

日常生活で多量に消費され、わずかな使用時間でごみとして廃棄されてしまうことの多いものとして、
レジ袋があります。例えば、家から徒歩10分の位置にあるスーパーで食品を購入する際にレジ袋をも
らった場合、レジ袋としての利用時間は10分間に過ぎません。さらに、オフィスビルにコンビニやお
弁当屋さんが入っている場合には、建物の中の移動に要する数分間の利用で捨てられてしまうレジ袋も
たくさんあります。
レジ袋は枯渇性資源である石油製品を原料としており、ごみとして出された場合にはそれを処理する
際にもエネルギーやコストがかかります。レジ袋を使わずに買い物をすれば、無駄なごみの削減、資源
の節約、二酸化炭素の削減につながり、環境に貢献できるのです。
現在、レジ袋を削減するため、マイバッグ持参運動や、レジ袋の有料化などの取組が各地で行われて
いますが、さらに進んだ取組として、レジ袋をお店に置かず（有料での販売も行わない）マイバッグ持参
率100％を維持し続けている生協があります。
甲府市にある市民生協やまなしちづか店では、店舗でのお知らせチラシ配布と声がけ、組合員から寄
付されたレンタルバッグの無料レンタル、生協新規加入者へのオリジナルマイバッグプレゼントなどさ
まざまな普及啓発活動を行い、2008年から、レジ袋を原則お店に置かず、利用者にマイバッグの持参
を呼びかける取組を継続して実施しています。
同店では、取組を始めた当初は、「お金を出すからどうかレジ袋を売って欲しい」という来店客も居た
そうですが、取組の趣旨を説明することで納得したそうで、レジ袋を置かないことによる大きなトラブ
ルや来店客の減少は確認されていません。
山梨県は自動車に乗って買い物をする人の割合が高いという事情もありますが、お店側と利用者が環
境のことを考え、本気で取り組んだことにより実現した、素晴らしい成功事例と言えます。
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（3）循環資源の高度利用と資源確保

現在、我が国の国内では、金属資源はほとんど採掘されておらず、ほぼ全量海外の鉱山に頼っています。
金属資源は海外でも採掘することのできる場所は限られており、採掘できる生産量にも限りがあります。米
国地質調査所は、現在確認されている全世界の鉱山の2010年（平成22年）時点での年間生産量で埋蔵量を割っ
た可採年数は、鉄鉱66年、銅鉱40年、鉛鉱21年、亜鉛鉱21年になると試算しています。
また、これまでの間に採掘した資源の量（地上資源）と現時点で確認されている今後採掘可能な鉱山の埋蔵
量（地下資源）を比較すると、すでに金や銀については、地下資源よりも地上資源の方が多くなっています。
鉱物資源の品位低下も進んでいます。品位とは、採掘される鉱石に含まれる金属資源の量であり、一般に
採掘される鉱物資源の品位は、地表部分で採掘されるものよりも、深層部で採掘されるものの方が低い傾向
にあります。既存鉱山の採掘が進んだ結果、近年は、深層部で採掘するケースが増加しており、我が国に輸
入される銅鉱石の品位は、平成13年の32.5％から、平成20年の29.0％に低下しています。鉱物資源の品位
の低下は、生産コストの上昇を招くほか、精製に必要となるエネルギーや不純物の増加に伴う環境への影響
も懸念されています。
金属資源の需要構造も近年、大きく変容しています。これまでそれほど多くの資源を消費してこなかった
中国など途上国の経済発展により、世界的に需要量が増加しているのです。
こうした需給要因を背景に、近年、金属資源の価格は上昇しています。
UNEPが設立した持続可能な資源管理に関する国際パネルは、これまでの世界の経済成長は安価な資源に
支えられてきたものの、近年の資源価格は逆に上昇しており、今後はより効率的に資源を利用するため、持
続可能性を持ったシステム・技術の革新を速やかに成し遂げる必要があるとのレポートを出しています。
途上国の経済発展や人口増加が予想される中で、50年後、100年後といった長期的な視点で考えた場合、
将来にわたって、現在のように大量の天然資源を使い続けることができる保障はないのです。
金属資源を採掘するための鉱山開発は、適切な環境
配慮がなされない場合には、樹木の伐採による生態系
の破壊や、掘削により発生した土石や重金属の不適切
な処理による水質汚濁など、生活環境や生物多様性、
自然環境にさまざまな影響を及ぼすおそれがあります。
我々は、資源採掘国において、このように多くの環境
負荷を与えているおそれがあることをしっかりと認識
していく必要があります。
資源の採取・採掘に当たっては、最終的に使用され
る金属だけではなく、大量の鉱石・土砂等が掘り起こ
されています。そういった付随して発生する鉱石・土
砂等の「隠れたフロー」を含めた、当該物質の採取・採
掘に関与した物質の総量を表すのが、関与物質総量
（TMR）です。プラチナや金などの希少金属は、例え
製品中にはわずかしか使われていないとしても、採掘
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資料：独立行政法人物質・材料研究機構

主な金属の地上資源と地下資源の推計量（％値は地上資源比
率）

※　銅価格は、ロンドン市場における年平均の実勢価格
資料：World Metal Statistics（銅消費量）、LMEセツルメント（銅価格）
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プラチナとダイヤモンドでできた結
婚指輪の後ろにはたくさんの採掘資
源が…。
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現場ではその何十万倍もの採掘資源を掘り起こしています。独立行政法人物質・材料研究機構の試算による
と、1gの金属資源を採取するのに必要な関与物質総量は、鉄が約8gなのに対し、銅は約360g、銀は約4.8kg、
プラチナは約520kg、金は約1.1tにもなります。
これまでは、こういったTMR係数の高い金属資源の用途は装飾用など限定的なものでしたが、近年、燃料
電池や高性能モーターなどに使われるTMR係数の高いレアメタル（パラジウム、ネオジウム、ジスプロジウ
ム等）の量が増えてきています。
鉄や銅といったベースメタルのリサイクルももちろん重要ですが、海外における環境負荷にも目を向け、
TMR係数の高い金属資源のリサイクルも積極的に進めていく必要があります。
このように、世界的に資源確保の重要性が高まる中、我が国の国内に存在する使用済製品からの有用金属
回収に注目が集まっています。
独立行政法人物質・材料研究機構では、地上資源として、我が国にどれだけの金属資源が存在するのか、
推計する研究が行われています。その推計結果によれば、我が国に蓄積されている金属資源（地上資源）の量
は、鉄12億トン、銅3,800万トン、金6,800トン、レアメタルであるタンタル4,400トン、リチウム15万トン
となっています。これを、世界全体の現埋蔵量に占める割合で考えると、鉄1.62％、銅8.06％、銀22.42％、
金16.36％、タンタル10.41％、リチウム3.83％となります。この数値には、現在まだ使用中の製品などただ
ちに資源を回収することができないものも多く含まれていますが、総量として、我が国に眠っている地上資
源は、海外の大鉱山に匹敵する大きなポテンシャルを有していると言えます。
我々は、これらの大量の埋蔵資源について、どの程度有効活用できているのでしょうか。
平成21年に再生利用されずに処分場に埋め立てられた金属系廃棄物の量は、一般廃棄物で約53万トン（発
生量の約34％）、産業廃棄物で約23万トン（発生量の約3％）となっています。
このほか、使われないまま家庭で保管（退蔵）されている製品も相当数あり、使用済みとなった製品のうち
退蔵されている製品の率（退蔵率）をみると、携帯電話（約5割）、ビデオ・DVDプレイヤー（約3割）、携帯音
楽プレイヤー（約4割）といった小型電子機器が高いとの調査結果も出ています（環境省調べ）。
資源別に見ると、鉄、アルミニウムのように量が多く単一素材に区分しやすい金属資源は比較的リサイク
ルが進んでいますが、選別や精錬により分離することが必要となる、それ以外の金属資源の多くは埋立処分
されてしまっています。
これらを踏まえ、政府は、いまだ不十分な状況にある使用済製品からの有用金属の回収を加速化させるた
め、小型家電を対象とした新たなリサイクル制度（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）を
平成25年4月からスタートさせました。
この制度に基づく使用済小型電子機器等の回収方法は、ボックス回収、ステーション回収、ピックアップ
回収等の中から地域の実情に応じて市町村が任意に選択します。市町村が回収した使用済小型電子機器等は、
環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けた事業者（認定事業者）等に引き渡され、有用金属の回収・リサイク
ルが行われます。安定的なリサイクルを行う観点から、認定事業者は、市町村から引取りを行うことを求め
られた際には、正当な理由がない限り、これに応じる義務があります。認定事業者が使用済小型電子機器等
の収集・運搬を行おうとするときは、廃棄物処理法に基づく許可が不要となる特例も設けています。
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環境省では、1年間で使用済みとなり廃棄等が行われる小型家電は65.1万トンであり、そのうち有用金属
は、27.9万トン（金額換算すると844億円）になると推計しています。例えば、一般的に、携帯電話の本体
（140g）には金が48mg（200円相当）程度含まれていますが、これは、鉱山で土砂52.8kgを採掘して得られ
る資源の量に匹敵します。現段階では、基板からの資源回収についてはさまざまな技術上の課題があります
が、仮に平成23年に我が国で排出された使用済携帯電話約4,000万台のすべてから金の回収ができたと仮定
すると、重量にして約2t、金額換算にして約80億円分の金を資源として再利用できることになります。
上記の状況を踏まえ、第3次循環型社会形成推進基本計画には、使用済製品に含まれる有用金属のさらなる
利用促進を図り、資源確保と天然資源の消費の抑制に資するため、［1］小型家電リサイクル制度の参加、回収
率の向上に向けた地方公共団体への支援、［2］原材料の表示、部品のユニット化等の製品設計段階の取組促
進、［3］新技術の研究・開発支援などの施策が盛り込まれています。

（4）低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組と地域循環圏の高度化

循環型社会づくり、低炭素社会づくり、自然共生社会づくりの取組は、いずれも社会経済システムやライ
フスタイルの見直しを必要とするものであり、地域レベル、全国レベルでこれら3つの社会づくりの取組を統
合的に推進していくことが求められます。
例えば、3Rの取組が進めば、廃棄物の焼却量や埋立量が減少し、廃棄物部門由来の温室効果ガスの排出量
も減りますし、バイオマス系循環資源等の原燃料への再資源化や廃棄物発電等への活用が進めば、化石燃料
由来の温室効果ガスの排出が抑制されます。
また、化石系資源や鉱物資源の投入量の抑制は、資源採取に伴う生物の生息・生育環境の損失の防止につ
ながりますし、自然界での再生可能なバイオマス系循環資源を活用することで、農地・森林の保全や里地里
山の生態系の保全が図られます。
循環型社会の実現のためには、地域の特性・活力を活かし、それぞれの地域において循環型社会を形成し
ていくことも欠かせません。
このため、循環型社会形成推進基本計画では、地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環
を形成する「地域循環圏」の形成を進めることを大きな課題としています。
地域循環圏の形成を進めていくためには、それぞれの地域の文化等の特性や地域に住む人と人とのつなが
りに着目し、その構築事例を積み重ねていく必要があります。
例えば、［1］農山漁村地域で、生ごみの肥飼料化、バイオガス化や木材の有効利用を推進する、［2］都市・
近郊地域で、都市・近郊で排出される食品廃棄物等を農村地域で肥料として利用する都市農村連携やエコタ

再資源化製品や
再生エネルギー
の流れ

都市・近郊地域
循環圏 里地里山里海

地域循環圏

循環資源
の流れ

里地里山里海地域循環圏

循環型産業（広域）地域循環圏

動脈産業地域循環圏

里地里山（農山村）
林業、農業、畜産業、

観光業

小都市

中都市

大都市
漁村

漁業・水産業

動脈産業集積地

里海

循環型産業
集積拠点

循環型産業
集積拠点

循環型産業
集積拠点

循環型産業
集積拠点

○都市系の循環資源（廃棄物）
を都市内で循環利用

○動脈産業の基盤を活用し
多様な循環資源を利活用

○バイオマス系の循環
資源の地域内循環

○循環産業や動脈産業の集
積拠点などと連携しなが
ら適正規模で資源循環

○エコタウンなどの静脈産
業の集積基盤を活用し多
様な循環資源を利活用

資料：環境省

�地域循環圏の類型パターンと重層的な構成イメージ

写真：株式会社アミタ持続可能経済研究所

�南三陸町の取組
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ウン、工業地域等との連携を進める、［3］動脈産業地域で、セメント、鉄鋼等の基幹動脈産業の基盤やインフ
ラをこれまで以上に活用し、循環資源を大量に抱え持つ大都市エリアと連携する、［4］循環型産業地域で、リ
サイクル事業者の保有する技術等をより一層高度化させ、動脈産業地域との連動を図ること等により、それ
ぞれの地域にあった循環システムを形成することが考えられます。
東日本大震災でも見直された地域のきずなと物質循環を連携させて、新しい地域のあり方を組み立ててい
くことも大きな課題です。環境省では、東北地方で日常的に発生する循環資源を最大限活用しつつ、循環型
社会ビジネスによる復興を目指す取組を支援しています。
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県南三陸町は、平成23年11月に「南三陸震災復興計画」を策定し、
再生可能エネルギーの導入、廃棄物の減量とリサイクル、産業廃棄物などの適正処理などを推進しています。
環境省では、その一環として同町で行われている、生ごみ・し尿及び浄化槽汚泥を対象としたバイオガス
化やその他可燃ごみを対象とした資源化の実証実験への支援を実施しています。
この事業は、今までは燃やすごみだったものを、［1］生ごみ、［2］容器包装プラスチック、［3］その他可燃
物の3つに分別、回収し、生ごみはバイオガス化し容器包装プラスチックとその他可燃物は再生製品や燃料等
として再資源化を目指すものです。また、バイオガス施設で発生した液肥は農業振興のために使用したり、
電気や熱は産業振興や緊急時の防災拠点へのエネルギーとして利用したりすることにより、新たな産業や雇
用を生み出すこともあわせて検討しています。

（5）循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用

東日本大震災以降、各地の電力不足や原発に大きく依存してきたエネルギー・環境戦略の見直しを踏まえ、
分散型電源であり、かつ、安定供給が見込める循環資源やバイオマス資源の熱回収や燃料化等によるエネル
ギー供給が果たす役割は、一層大きくなっています。
廃棄物発電は、ごみを焼却する時に発生する高温の
排出ガスの持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸
気を発生させてタービンを回して発電するものです。
原子力発電所は、遠隔地で発電して東京などの都市
部に電力を送ります。これに対し、廃棄物発電やバイ
オマス発電の場合、基本的に廃棄物やバイオマスがあ
るその地域内で発電することになりますので、地産地
消のエネルギー源となります。廃棄物発電の促進は、
建設の際に周辺住民の理解を得るのに多大な努力を要
するなど、これまで負のイメージで捉えられることの
多かった廃棄物処理施設について、地域との共生や地
域内でのエネルギー自給という新たな息吹をもたらす
可能性も秘めています。
また、木材、生ごみ、バイオエタノールなどのバイ
オマス資源は、自然界で再生可能な資源であり、石油
や石炭などの化石資源と比べて持続可能性が高いとい
う大きな利点があります。
しかしながら、我が国では、コストや技術上の課題
などからバイオマス資源のエネルギー供給源に占める
割合は極めて低く、廃棄物の燃焼によって発生する熱
量の4分の3程度が無駄に失われてしまっています。
右図は我が国における電源構成を示したものですが、
バイオマス資源が占める割合は、全体のわずか0.3％
に過ぎません。さらに、バイオマス発電のうち、廃棄
物が90％以上を占めており、木材などその他のバイオ
マス資源が占める割合は数％となっているとの民間の
調査結果も出ています（自然エネルギー政策プラット

再生可能エネルギー以外

太陽光・風力・地熱
水力
バイオマス・廃棄物

再生可能エネルギー等
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91.6％

バイオマス・廃棄物
0.3％水力

7.4％

太陽光・風力・地熱
0.7％

再生可能エネルギー等
8.4％

2010年度
総発電量

11,569億kWh

資料：再生可能エネルギー発電量：「エネルギーミックスの選択肢の策定に向けた再
生可能エネルギー関係の基礎資料」平成24年2月22日、資源エネルギー庁
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フォーム）。
我が国において、バイオマス資源のエネルギー利用が進んでいない大きな理由は、価格競争力が弱く、供
給が不安定なことにあります。このため、関係者が連携して、コスト低減と安定供給等を実現するための技
術開発、需要の創出、効率的な収集運搬体制の整備を行っていくことが、事業化の鍵となります。
廃棄物発電は、スケールメリットが重要であり、規模が大きいほど高効率となります。我が国は、欧米と
比べて施設規模が小さく発電効率は低い状況にありますが、近年、廃棄物処理施設の更新時の施設の集約化
や最新設備の導入等により発電効率は少しずつ上昇しています。
燃料となるごみの組成も重要です。プラスチックなどの石油製品は熱量を上げますが、生ごみなどに含ま
れる水分はごみの熱量を下げてしまいます。家庭でできる、生ごみの分別リサイクルや、水切りの徹底も廃
棄物発電の効率化につながります。
ごみ焼却に伴う熱の有効利用策としては、発電以外に熱（蒸気）そのものを利用する方法があります。我が
国では、主に温水プールや温浴施設として活用されていますが、施設外の地域冷暖房などより効果的・効率
的な利用を推進していく必要があります。
循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用は上記のように克服すべき課題が多いのが実情ですが、
平成24年7月からは、電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能エ
ネルギー固定価格買取制度が始まっており、その対象となった廃棄物発電やバイオマス発電のより一層の導
入促進が期待されています。
これらを踏まえ、第3次循環型社会形成推進基本計画には、地域の自主性と創意工夫を活かしながら循環資
源・バイオマス資源のエネルギー源への利用を進めるため、［1］地方公共団体による高効率廃棄物発電施設の
早期整備、［2］焼却施設や産業工程から発生する中低温熱の地域冷暖房などへの有効利用の促進、［3］生ごみ
等からのメタン回収を高効率に行うバイオガス化などの施策が盛り込まれています。

（6）国際的取組の推進

現在、世界的な経済成長と人口増加に伴い、地球規
模で廃棄物の発生量が増大しており、特にアジア地域
は世界の廃棄物発生量全体の約4割を占めています。
廃棄物の発生量は今後も増加することが見込まれ、
2050年（平成62年）の世界全体の廃棄物発生量は、
2010年（平成22年）の2倍以上となる見通しとなってい
ます。
すでに、中国やインドなど、近年急速に工業化が進
んでいる国々においては、日本が高度経済成長期に経
験したような公害の問題や、廃棄物処理に関する問題
が発生しています。国内経済の工業化がそれほど進ん
でいない発展途上国でも、河川や湖などへの生ごみの
投棄が、環境汚染の要因となっています。
急速な経済成長が見込まれる発展途上国が深刻な公
害問題や廃棄物問題を回避して循環型社会を達成する
ためには、一人当たりGDPが上昇しても廃棄物量は
少ない持続可能な経済成長を促していくことが重要です。
このため、我が国はアジア各国を対象に、国家として3Rを推進するための戦略づくりの支援や政策対話な
どを実施しています。例えば、マレーシアでは、食品廃棄物管理の国家戦略計画の策定を支援しています。
現在、マレーシアにおいて廃棄物の約5割を占めている食品廃棄物は、ほぼすべてがそのまま埋立処分されて
おり、その有効活用が長年の課題となっています。我が国では、マレーシアからの要請を受け、食品廃棄物
のコンポスト（堆肥）利用に向けて、［1］排出事業者と堆肥利用者のループをつなぐ役割を果たしている食品リ
サイクル法や、廃棄物の分別・収集体制など我が国の優れた法制度・知見を活かした政策策定、［2］マレーシ
アの自治体等でのパイロットプロジェクト（実証事業）の実施等の支援を行っています。
多国間にまたがる取組としては、我が国の提唱により2009年（平成21年）に設立されたアジア3R推進フォー
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資料：田中勝（株式会社廃棄物工学研究所）、2011
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ラムにおいて、3Rに関するハイレベルの政策対話の促進、情報共有、関係者のネットワーク化等を行い、ア
ジアにおける循環型社会づくりに取り組んでいます。
上記のさまざまな状況を踏まえ、第3次循環型社会形成推進基本計画には、［1］二国間協力やアジア3R推進
フォーラムなどを通じた、3R推進に関する情報共有や合意形成の推進、［2］我が国循環産業の海外展開の推
進、［3］有害廃棄物等の国際的な移動による環境汚染を防止するための水際対策の強化、［4］途上国では適正
な処理が困難であるものの我が国では処理可能な国外廃棄物等の受け入れ、［5］環境汚染が生じないことを前
提とした、石炭灰、高炉水砕スラグなどの輸出円滑化等の施策が盛り込まれています。

第6節　環境共生型の地域づくり

我が国では、人口の少子・高齢化により、各地域の地域づくりにもさまざまな影響が生じています。都市
の一部では人口が増加する一方で、それ以外の地域では人口減少が著しく、人の手が十分に行き届かない森
林や農地が増えています。また、今後は少子・高齢化が一層進み、地域コミュニティのつながりを維持する
担い手が不足してコミュニティの活力が弱まっていくことも懸念されます。
また、我が国は、食料、エネルギー等の多くを海外からの輸入に頼っており、資源を保有する国・地域の
影響を大きく受けています。東日本大震災等の災害時には、エネルギーや水・食料等の物資の供給、流通に
支障が生じ、工場の操業など地域の経済活動や住民の日常生活にも大きな影響が生じました。
こうした状況を考えると、地域における自然環境をいかにして維持していくか、地域内で再生可能エネル
ギーを街づくりにどう位置付けるか、ということが将来の地域づくりに当たって重要になります。一方、こ
れまで見てきたとおり、地球規模での自然環境の変化に対し、国際的な取組や国レベルの取組が行われてい
る中で、従来地球環境もしくは国全体のレベルでのみ捉えられてきた問題についても、地域に根ざした地域
レベルでの取組として実施されてきています。これからの地域社会では、地球温暖化の問題、廃棄物の問題
などに個別に対応するのではなく、地域社会というシステムの中で、複数の課題をあわせて解決できるよう
な対策を講じることが求められています。そのためには、地域の自然資源や都市基盤、民間活力等に加えて、
地域に特有の文化・風土、人的資源を活用していくことが重要になります。

中　国
・2007年より日中廃棄物・リサイクル政策
対話を実施

・2009年6月、日中環境大臣間で、川崎-瀋
陽の「環境にやさしい都市」協力に関する
覚書締結

バングラデシュ
・2006年から、3R国家戦略策定支援を実施
・2010年12月に国家戦略が策定

タイ
・2005年から、3R国家戦略策定支援を実施

カンボジア
・2006年から、3R国家戦略策定支援を実施

ベトナム
・2005年から、3R国家戦略策定支援を実施
・2009年12月に国家戦略が策定

フィリピン
・2005年から、3R国家戦略策定支援を実施

韓　国
・2006年より日韓廃棄物・リサイクル政策
対話を実施

マレーシア
・2010年から、食品廃棄物管理に関する戦
略計画策定支援を実施

シンガポール
・2010年7月環境大臣政務官とシンガポー
ル環境庁CEO間でLOI(基本合意書)署名

インドネシア
・2005年から、3R国家戦略策定支援を実施
・3R国家戦略最終案が政府承認手続中
・2010年10月24日　両国環境大臣間で「固
形廃棄物、有害・毒性廃棄物管理分野にお
ける協力覚書（MOC）」を締結

資料：環境省

�3R・廃棄物対策における関係各国との密接な連携
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1　都市部から郊外まで、多様性に富む大都市の取組（神奈川県横浜市）

神奈川県横浜市は、ここ60年の間に人口が約3.5倍の約370万人にまで増え、エネルギー消費量も増加の一
途を辿っています。一方で、2025年（平成37年）には65歳以上の高齢者が100万人に達すると見込まれてお
り、急速な高齢化にも直面しています。また、同市には、多くの大企業が本社を構える、高層ビルが林立し
た地区と歴史的な構造物が並ぶ古くからの旧市街が共存するエリアがある一方で、郊外には閑静な住宅街や
田畑、里山や雑木林などが広がっています。
高度経済成長期には人口が急増し、深刻な廃棄物・公害問題を抱えましたが、一方で廃棄物の30％削減を
目標とする「G30」など市民の主体的な取組によって克服してきた問題もあります。
近年では、都市開発がさらに進む中で、家庭・業務部門の温室効果ガスが大幅に増加し、住宅・建築物の
対策強化が課題となっています。そのため、「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」を立ち上げました。
このプロジェクトでは、市内に立地する民間企業が中心となって協働し、市内の広範なエリアで再生可能エ
ネルギーや未利用エネルギーの導入、家庭・ビル・地域でのエネルギーマネジメント、次世代交通システム
等の構築に取り組んでいます。特に住宅では、一戸建てや社宅等の集合住宅への太陽光パネルや太陽熱利用
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資料：日本統計年鑑より環境省作成

�日本の人口変化率（2005年～2010年）
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資料：社会生活統計指標より環境省作成

�都道府県における総生産の増減率（2005年～2008年）
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資料：将来推計人口より環境省作成

�都道府県における65歳以上人口の割合（2010年）
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資料：将来推計人口より環境省作成

�都道府県における65歳以上人口の割合（2035年）
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